
明
治
初
年
の
地
．
方
官
営
議

（
上
）

文
學
士
藤
井
甚
太
郎

陶
　
解

題

　
現
行
知
性
度
に
於
て
も
、
」
毎
年
期
…
を
定
め
て
、
遣
長
官
及

府
縣
知
事
を
内
務
省
に
召
集
し
、
首
相
及
各
省
大
臣
等
、

施
政
の
方
針
を
訓
示
し
て
居
り
、
此
を
「
地
方
長
官
會
議
」

ご
聡
し
て
居
る
が
、
此
の
種
の
會
合
は
、
其
の
由
來
す
る

虚
が
頗
る
逡
く
、
潮
っ
て
考
ふ
れ
ば
、
明
治
二
年
に
開
催

せ
ら
れ
た
諸
大
名
召
集
の
「
國
是
會
議
」
に
淵
源
致
し
て
居

る
の
で
あ
る
Q
塞
翁
に
紹
介
致
し
た
い
ε
思
ふ
地
方
官
會

議
は
、
明
治
入
年
、
明
治
十
一
年
、
、
明
治
十
三
年
に
催
さ

れ
π
地
方
官
唱
導
を
指
す
の
で
あ
る
が
、
此
の
三
度
の
會

議
は
、
後
世
の
地
方
長
官
會
議
や
、
前
の
國
是
認
議
ご
、

其
の
意
義
を
頗
る
異
に
致
し
て
居
て
、
朋
治
民
椹
風
上
に

　
　
　
第
．
九
谷
　
　
研
　
究
「
　
明
機
物
年
の
趣
方
官
曾
騒

特
殊
の
地
位
を
占
め
得
べ
き
會
議
で
あ
っ
だ
◎
此
の
會
議

の
始
末
を
考
へ
な
け
れ
ば
、
近
一
は
普
選
の
名
の
下
に
行

は
れ
ん
こ
す
る
選
墾
樫
籏
張
、
遠
く
は
憲
法
制
定
、
將
叉

現
に
入
ヶ
間
敷
上
院
改
造
論
な
ざ
も
正
鵠
を
得
た
る
立
論

を
講
成
す
る
こ
ご
が
出
來
な
い
か
ビ
思
ふ
。
今
日
の
議
院

論
が
、
何
も
か
も
西
洋
の
政
治
論
に
の
み
立
脚
し
て
、
明

治
七
年
以
來
明
治
二
十
二
年
位
ま
で
に
至
る
十
数
年
の
問

に
、
憂
國
の
志
士
が
、
藪
百
篇
の
論
文
を
以
て
、
國
膿
ご

政
膿
こ
の
關
係
，
別
し
て
我
國
に
行
は
ヴ
O
べ
き
議
院
政
治

の
特
質
に
就
き
て
論
じ
幽
し
だ
議
論
が
等
閑
に
附
せ
ら
れ

て
居
る
の
は
、
頗
る
遺
憾
こ
す
べ
き
で
あ
る
。
一
つ
は
歴

史
の
研
究
と
し
て
、
叉
一
つ
に
は
、
政
論
家
の
無
考
に
ご

思
っ
て
、
叢
に
地
方
官
民
心
を
紹
介
致
す
次
第
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
第
ご
一
落
　
　
　
三
三
　
（
三
立
脚
）



第
九
谷
　
　
研
　
究
　
　
珊
雪
腹
年
の
地
方
官
會
議

二
　
地
方
官
町
議
の
御
楽

　
地
方
官
會
議
の
由
基
す
る
塵
を
究
め
ん
ビ
す
る
に
は
、

亙
り
深
入
致
す
や
う
で
あ
る
が
、
矢
張
り
幕
末
に
於
け
る

公
議
政
騰
論
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
方
に
王
政
御
復

古
の
蓮
動
が
激
し
く
、
又
外
装
の
勢
力
が
盛
に
東
漸
し
墾

つ
た
際
、
所
謂
束
照
帥
君
の
御
念
制
で
は
到
底
時
局
を
維

持
す
る
こ
ご
が
困
難
で
あ
る
、
此
は
何
こ
か
世
の
組
換
を

致
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
ご
、
有
識
者
殊
に
海
外
の
形
勢
を
知
っ

て
居
る
人
々
は
早
く
も
考
へ
付
い
た
Q
そ
れ
は
當
時
西
洋

諸
國
に
行
は
れ
て
居
る
議
院
政
治
で
あ
っ
た
。
此
の
議
院

政
治
な
る
も
の
は
、
政
治
論
よ
り
す
れ
ば
極
め
て
複
雑
な

も
の
で
あ
る
爲
め
，
規
則
立
っ
て
日
本
に
行
は
れ
た
る
例

は
極
め
て
勘
な
い
も
の
で
殆
ざ
無
い
ご
云
っ
て
宜
し
い
け

れ
こ
も
、
理
論
丈
は
支
那
政
治
思
想
よ
り
來
て
居
る
慮
の

「
野
に
遺
賢
な
し
」
こ
か
、
叉
は
「
下
情
遁
達
し
ご
か
の
思
想

か
ら
し
て
、
議
論
は
除
程
遍
俗
化
せ
ら
れ
て
居
だ
。
此
は

　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
三
四
　
（
三
入
溝
）

徳
川
時
代
の
政
治
論
に
徴
謹
は
旧
く
な
い
の
で
あ
る
。
又

實
際
問
題
こ
し
て
衆
議
二
重
を
實
還
し
た
史
實
も
妙
く
は

無
い
、
例
へ
ば
大
友
艶
語
が
投
票
に
依
っ
て
事
を
決
し
た

と
云
ふ
話
、
戦
鼓
時
代
に
於
け
る
村
落
の
規
約
、
解
毒
に

も
此
種
の
箇
條
が
見
出
さ
る
、
の
で
あ
る
。
而
し
具
難
平

に
な
り
近
代
的
の
紐
織
に
な
っ
て
墾
つ
た
の
は
、
矢
張
り

西
洋
の
議
院
鋼
度
に
製
す
る
智
識
の
傳
來
に
待
π
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
此
の
智
識
の
傳
來
は
横
濱
邊
に
て
登

記
せ
ら
る
、
新
聞
の
海
外
記
事
、
地
理
書
に
記
載
せ
ら
れ

た
る
外
國
の
野
馬
、
海
外
よ
り
蹄
朝
し
た
る
幕
吏
丼
諸
藩

士
，
漂
流
民
の
談
話
等
が
媒
介
を
な
し
て
居
た
。
か
く
て

明
治
元
年
以
前
に
於
て
議
院
政
治
を
立
案
し
た
人
は
紗
く

な
い
。
禰
井
侯
の
賓
客
横
井
小
楠
の
如
き
、
幕
吏
大
鳥
圭

介
の
如
き
、
同
大
久
保
一
号
の
如
き
、
土
州
藩
士
坂
本
龍

馬
の
如
き
、
上
田
藩
士
赤
松
小
三
郎
の
如
き
．
一
々
二
年

の
新
館
朝
者
幕
吏
西
周
の
如
き
，
何
れ
も
詳
細
な
る
案
を

具
し
て
、
筋
々
に
上
縛
し
た
。
今
一
例
を
績
再
嫁
工
事
に



探
り
上
凪
藩
士
赤
松
小
三
郎
の
松
季
春
嶽
公
に
上
る
の
書

を
示
す
と
、

　
　
御
改
正
之
＝
一
端
奉
申
上
候
口
上
書

蝋
天
幕
御
合
禮
、
諸
藩
h
和
、
御
國
三
相
立
候
根
本
は
、
先
天

朝
の
椹
を
逸
し
徳
を
奉
備
、
井
に
公
李
を
議
し
國
中
に
實
に
可

被
行
命
令
を
下
し
て
。
少
も
背
く
事
能
は
ざ
る
の
局
を
、
御
瀾

立
相
成
読
書
。

　
蓋
模
之
臆
す
る
ミ
申
は
、
道
理
に
叫
候
一
一
の
命
を
下
し
候

　
へ
ば
、
必
中
の
土
民
承
服
仕
候
は
必
然
之
理
に
候
、
第
鴫
天

　
朝
に
徳
ミ
模
S
を
備
へ
候
に
は
天
子
に
侍
す
る
宰
相
は
、
大

　
君
堂
上
方
諸
侯
方
御
旗
本
之
内
庶
事
に
明
に
し
て
方
今
の
事

務
に
通
し
萬
之
事
情
を
知
り
候
人
を
撰
て
，
六
人
を
侍
せ
し

　
め
、
再
入
は
大
閣
老
に
て
國
政
を
司
り
、
輔
人
は
銭
貸
出
納

を
司
り
，
｝
人
は
外
國
交
際
を
司
り
、
一
人
は
海
陸
軍
を
司

り
，
一
人
は
刑
法
を
司
り
、
蝋
人
は
租
税
を
司
る
宰
相
書
し

て
、
其
以
下
之
諸
宮
吏
も
皆
門
閥
を
論
せ
す
、
入
撰
し
て
天

子
を
補
佐
し
奉
り
、
是
を
國
中
の
政
事
を
司
り
、
且
命
令
を

出
す
靭
廷
ε
定
め
、
万
別
に
議
政
局
を
立
て
、
上
下
こ
局
に

　
第
九
雀
　
研
究
　
明
治
初
年
の
塊
方
官
會
議

　
　
　
分
ち
、
其
下
局
は
國
の
大
小
に
惣
じ
て
諸
國
よ
り
姿
人
づ
駈

　
　
　
道
理
に
明
な
る
入
を
、
自
國
及
隣
國
之
入
札
に
て
撰
抽
し
、

　
　
　
凡
百
三
十
人
に
卜
し
、
常
に
都
府
に
在
ら
し
め
、
年
限
を
定

　
　
　
め
て
勤
め
し
む
べ
し
。
其
上
局
は
堂
上
方
諸
候
御
影
下
之
内

　
　
　
に
て
入
札
を
以
て
入
撰
し
、
凡
三
十
入
に
観
し
交
代
在
附
し

　
　
　
て
勤
し
む
べ
し
。
國
事
は
総
て
此
爾
局
に
て
決
議
之
上
天
朝

　
　
　
へ
建
自
し
、
御
許
容
之
上
天
朝
よ
り
國
中
に
無
し
、
若
御
許

　
　
容
無
き
個
條
は
、
議
政
局
に
て
再
議
し
。
彌
助
李
之
説
に
蹄

　
　
す
れ
ば
、
此
令
は
是
非
ε
も
下
さ
・
る
を
得
さ
る
こ
ε
を
天

　
　
朝
へ
延
白
し
て
、
直
に
議
政
局
よ
り
國
中
に
布
告
す
べ
し
。

　
　
其
物
局
人
証
之
法
は
、
門
閥
貴
賎
に
拘
ら
す
、
道
理
を
明
辮

　
　
し
私
な
く
且
人
望
の
期
す
る
人
を
、
公
爵
に
撰
ぶ
べ
し
。
其

　
　
局
の
主
務
は
語
例
之
失
を
改
め
、
謹
製
普
通
の
法
律
を
立
、

　
　
井
に
諸
宮
之
入
撰
を
司
り
、
萬
國
交
際
財
費
出
入
冨
國
強
兵

　
　
入
管
三
碧
人
氣
明
和
の
法
律
を
立
候
を
司
り
候
御
法
度
、
御

　
　
開
腹
成
候
儀
、
御
國
是
之
基
本
か
ざ
奉
季
候
云
々

ご
あ
っ
て
、
二
院
論
者
で
あ
る
．
．
此
の
建
議
は
慶
懇
三

年
五
月
の
事
で
あ
る
。
藤
西
略
書
な
ご
の
意
見
も
二
院
論

　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
三
五
　
（
三
八
五
）



　
　
　
第
九
磐
　
研
究
　
鴨
漕
初
年
の
勉
方
賞
曾
議

で
あ
る
が
、
將
軍
家
が
議
會
の
解
散
樺
を
堕
せ
ら
る
、
こ

ご
。
特
に
、
決
定
の
際
に
は
六
票
の
権
を
乗
せ
ら
る
、
こ

ご
な
ざ
が
論
ぜ
ら
れ
て
居
る
。
斯
く
各
所
縁
な
く
散
在
し

て
居
た
議
院
制
度
σ
議
は
、
．
徳
川
慶
喜
公
の
大
政
奉
還
の

後
、
明
治
政
府
の
國
是
が
五
ヶ
條
御
誓
丈
に
基
い
て
施
行

せ
ら
る
、
に
至
っ
て
、
叢
に
初
め
て
天
下
第
噌
等
の
策
ご

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
現
實
に
、
こ
の
議
院
を
見
る

に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
實
現
に
は
勿
論
か
の
五
ヶ
條

御
誓
文
の
原
案
の
超
漁
者
ご
云
は
る
〉
慮
の
由
利
公
正
、

幅
岡
孝
悌
爾
民
の
議
事
院
組
織
の
具
嘉
言
な
ご
が
、
直
接

役
立
た
せ
ら
れ
た
こ
ご
、
思
は
る
、
。
か
く
て
明
治
元
年

閏
四
月
に
は
政
膿
書
が
登
表
せ
ら
れ
て
議
政
官
に
上
局
下

局
が
難
事
て
居
る
Q
我
國
の
二
院
制
度
は
、
必
ず
し
も
西

洋
流
の
翻
案
で
な
く
、
徳
川
時
代
説
會
組
織
に
基
く
所
の

二
院
制
度
で
あ
る
ぎ
云
っ
て
宜
し
い
◎
上
院
改
造
論
者
も

．
此
慮
は
豫
め
考
へ
て
概
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

』「

ｾ
治
元
年
五
月
に
貢
士
樹
策
所
が
設
け
ら
れ
た
、
此
の

　
　
　
　
　
　
　
第
一
二
號
　
　
　
　
ご
一
六
　
　
（
一
二
入
山
ハ
）

貢
士
は
「
諸
藩
士
其
主
の
撰
に
任
せ
下
の
議
事
所
に
差
出

す
者
を
義
士
ざ
す
」
「
國
々
勝
論
に
相
代
る
べ
き
者
」
な
ざ

、
あ
っ
て
、
所
謂
落
選
代
議
士
で
あ
っ
た
、
其
の
衆
議
院
こ

も
云
ふ
べ
き
貢
士
欝
所
に
於
て
は
、
租
税
文
章
程
、
騒
逓

文
章
程
、
造
貨
幣
、
褄
外
國
結
新
約
、
内
外
逼
商
章
程
、

藁
蕎
、
宣
戦
嬉
和
、
水
陸
捕
傘
、
招
兵
聚
糧
、
定
兵
賦
、

築
城
砦
式
武
庫
於
藩
地
、
彼
藩
與
此
藩
事
訟
な
ご
の
項
目

が
議
せ
ら
れ
、
大
藩
三
人
中
業
二
人
小
藩
一
入
が
選
出
せ

ら
る
》
の
で
あ
る
、
耐
量
で
は
藩
圭
の
任
す
る
所
で
あ
る

か
ら
官
選
議
員
で
あ
る
が
、
明
治
政
府
か
ら
見
れ
ば
、
民

…
選
議
員
で
あ
っ
た
。
か
く
て
落
徳
川
慕
府
の
遽
制
の
上
に
、

西
洋
流
の
議
院
制
度
を
實
施
せ
ん
ε
し
た
の
で
あ
る
。

　
議
院
制
度
が
元
年
十
二
月
に
は
、
更
に
一
歩
を
進
め
て
、

公
議
所
ε
な
っ
た
。
そ
し
て
形
式
か
ら
串
せ
ば
貢
士
醤
控

所
の
鍵
名
の
や
う
な
も
の
で
あ
っ
た
、
實
質
は
而
し
除
程

進
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
代
議
土
こ
も
云
ふ
べ
き
公
議
人

は
各
藩
一
人
づ
、
で
あ
っ
て
、
分
科
は
、
拗
農
、
租
税
、
・



聡
遍
篭
貨
幣
、
宗
門
．
外
國
交
際
、
外
國
貿
易
、
鑛
山
．

度
量
、
署
内
商
業
、
開
墾
、
學
校
〔
出
版
）
、
刑
法
、
軍
律
、

海
軍
、
陸
軍
、
管
繕
（
水
利
）
の
十
七
課
に
分
た
れ
て
居
た
。

議
院
に
於
け
る
議
事
章
程
の
如
き
も
、
略
今
日
の
議
院
に

於
て
見
る
如
き
も
の
で
あ
っ
て
、
議
衆
、
そ
れ
は
御
下
問

箇
條
も
あ
れ
ば
、
議
員
よ
り
出
し
た
も
の
も
あ
り
、
政
府

及
役
人
よ
り
出
し
た
も
の
も
あ
れ
ば
、
又
博
聞
の
百
姓
よ

り
出
π
も
の
も
あ
る
。
例
へ
ば
「
公
武
の
別
を
曝
す
る
こ

ご
」
「
貴
賎
の
別
を
黒
く
す
る
こ
ご
」
こ
れ
は
常
陸
國
朋
生

村
生
島
更
作
の
提
出
。
「
禁
洋
服
の
議
」
は
江
蘇
賎
民
是
洞

比
古
太
郎
の
提
案
。
「
火
葬
直
黒
止
の
議
」
は
下
総
國
百
姓

椹
之
丞
の
建
議
。
「
外
國
人
に
雇
は
れ
た
る
者
の
規
則
案
」

「
外
墨
入
ご
商
業
規
則
」
は
外
転
交
際
課
の
提
案
、
「
御
用

金
可
壌
之
議
」
は
公
議
所
書
記
小
野
清
五
郎
の
提
案
。
「
非

人
楼
多
御
猶
猶
之
議
」
は
會
計
官
椹
悪
事
加
藤
弘
藏
の
提

案
。
「
臓
多
を
準
入
ご
し
て
蝦
夷
地
に
移
す
べ
き
の
議
」
は

日
出
議
員
帆
足
萬
里
の
提
案
。
「
院
號
を
籍
し
論
號
を
可
撰

　
　
　
第
九
巷
　
　
研
究
　
　
概
定
初
年
の
馳
方
官
會
職

事
」
は
三
池
議
員
森
修
の
提
案
G
「
海
防
の
事
」
は
掛
川
議

員
赤
峰
兵
藏
の
提
案
で
あ
る
。
叉
撰
出
の
藩
に
直
接
潜
門

あ
る
議
案
を
提
蒼
し
た
人
も
あ
る
、
例
へ
ば
利
根
川
畔
古

河
藩
議
員
で
あ
る
末
次
傳
四
郎
の
「
治
水
の
議
」
、
奮
陸
奥

中
村
議
員
の
錦
織
部
門
大
夫
の
「
鎭
守
府
曲
面
を
置
く
べ

き
の
議
」
な
ご
そ
れ
で
あ
る
。
爾
「
自
諸
侯
至
上
士
所
労

規
則
案
」
は
畏
多
く
も
御
下
問
案
で
あ
っ
た
。
此
等
の
議

案
は
各
提
案
理
由
書
が
附
け
て
あ
っ
て
、
議
…
員
は
各
所
見

を
陳
べ
て
可
否
を
云
々
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
多
数
に

よ
っ
て
決
を
探
る
の
で
あ
る
。
御
下
問
案
に
も
夫
々
所
存

を
上
串
し
て
議
を
霊
し
て
居
る
の
で
あ
っ
た
。
開
院
式
の

三
月
七
日
に
は
．
陛
下
臨
御
あ
ら
せ
ら
れ
て
、
議
長
秋
月

右
京
亮
が
詔
書
を
捧
讃
致
し
た
」
明
治
八
年
元
老
院
の
開

院
の
際
に
は
陛
下
の
臨
御
に
つ
き
て
す
ら
蝶
々
の
議
論
が

あ
っ
た
が
、
此
の
際
に
は
左
も
て
議
論
も
な
か
っ
た
の
は
、

未
だ
議
論
致
す
迄
に
智
識
が
進
ん
で
居
な
か
っ
た
の
か
も

知
れ
な
い
ご
思
は
る
、
。
か
く
て
此
の
公
議
所
は
、
二
年

　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
三
七
　
（
三
入
七
）



　
　
　
第
九
巻
　
　
研
　
究
　
　
明
澄
秘
年
の
塊
方
賞
倉
駿

七
月
に
至
っ
て
集
議
院
ご
名
を
改
め
ら
れ
た
Q
九
月
の
蓬

に
、
「
集
解
僥
は
急
く
衆
議
を
諮
賀
し
、
怨
讐
治
安
の
大
基

を
建
た
ま
ふ
御
心
を
託
し
奉
b
、
億
兆
心
力
を
翻
す
の
場

所
」
な
り
、
故
に
議
事
は
詔
書
を
遵
奉
し
、
太
政
官
ご
心

志
を
合
し
、
専
ら
政
治
の
根
本
を
旨
こ
し
、
普
く
時
務
に

阿
り
、
皇
國
内
書
磁
器
離
す
べ
か
ら
す
」
ご
あ
る
。
又
「
府

藩
縣
こ
も
議
員
は
正
長
大
饗
事
中
よ
り
選
出
す
べ
し
」
ご

｝
の
る
。
「
議
聞
貝
の
…
梅
暦
」
は
官
許
を
乞
ふ
べ
・
き
事
」
な
ざ
、
ψ
の

っ
て
、
漸
次
官
選
議
員
制
度
に
移
り
っ
＼
あ
る
傾
向
が
見

え
て
來
た
の
で
あ
る
。
此
の
集
議
院
に
於
て
も
、
種
々
の

議
案
が
討
論
せ
ら
れ
た
の
み
な
ら
す
し
て
、
陛
下
も
臨
御

あ
ら
せ
ら
れ
て
、
海
陸
二
軍
に
關
す
る
御
下
問
の
答
議
を

聞
食
さ
れ
て
居
る
。
か
く
て
此
會
議
は
期
を
定
め
て
、
開

慣
せ
ら
れ
て
居
た
○

　
又
か
＼
る
公
議
機
關
の
外
に
明
治
二
年
に
は
、
「
國
是
會

議
」
な
る
も
の
が
開
か
れ
た
、
此
は
諸
大
名
の
會
同
で
あ

っ
て
、
圃
事
の
諮
問
が
あ
っ
た
。
諸
大
名
各
答
進
致
し
た

　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
三
入
　
（
三
入
八
）

が
、
議
案
が
少
し
大
き
な
戚
が
致
し
て
居
る
。
例
へ
ば
皇

滋
興
隆
の
道
如
何
ご
か
、
國
是
如
何
ご
か
、
祭
政
一
致
の

法
如
何
と
か
で
あ
っ
た
Q
見
振
る
ご
此
は
先
づ
貴
族
院
で

あ
る
Q

　
斯
の
如
く
に
し
て
明
治
元
年
よ
り
四
年
ま
で
は
、
「
藩
」

を
輩
位
こ
す
る
議
院
制
度
の
欝
欝
に
カ
を
注
い
だ
、
そ
し

て
窟
撰
議
員
制
度
に
方
針
を
進
め
て
居
る
の
で
は
な
い
か

ご
思
は
る
、
。
又
二
院
制
度
は
、
必
ず
し
も
元
老
院
大
審

院
の
設
立
を
待
た
点
し
て
．
既
に
此
際
に
萌
し
て
居
る
の

で
は
な
い
か
ご
思
は
る
、
。
か
く
て
藩
論
議
員
制
度
は
着

々
濫
行
せ
ら
れ
、
叉
進
歩
致
し
て
居
た
の
で
あ
る
が
、
明

治
四
年
七
月
の
磨
藩
概
縣
の
倉
は
、
藩
選
議
員
制
を
打
ち

殿
し
て
絡
っ
て
，
集
議
院
の
名
は
軍
に
学
院
の
一
隅
に
名

残
を
止
む
る
に
至
っ
た
。
而
し
な
が
ら
又
新
な
る
形
式
の

下
に
、
何
こ
か
芽
を
出
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
丁
度
四

年
を
過
ぎ
て
、
叢
に
地
方
官
動
議
こ
し
て
表
れ
出
た
の
で

あ
る
が
、
此
際
は
純
然
た
る
官
選
議
員
の
議
會
で
あ
っ
た
。



三
　
地
方
官
會
議
開
催
の
準
備

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ

　
急
心
麗
縣
の
今
の
降
っ
た
後
、
十
除
日
に
し
て
左
院
が

設
け
ら
れ
た
。
此
の
院
は
主
こ
し
て
議
事
立
法
の
事
を
評

議
す
る
本
曇
で
あ
っ
た
。
勿
論
其
の
意
味
に
煽
て
議
官
が

あ
っ
た
ゆ
そ
し
て
忌
月
に
集
議
院
が
此
の
院
に
事
務
丈
移

っ
た
。
麗
し
第
一
公
議
人
が
居
な
い
の
で
集
議
院
は
殻
に

等
し
い
も
の
で
あ
っ
た
Q
．
そ
し
て
六
年
六
月
に
は
途
に
集

議
院
の
名
目
が
贋
せ
ら
れ
た
。
が
、
此
頃
左
院
内
に
簸
て

國
憲
編
纂
の
事
が
起
さ
れ
て
居
る
。
乃
ち
左
院
議
長
の
職

務
に
「
會
議
を
提
寒
し
、
國
憲
民
法
を
編
纂
す
る
こ
ご
を

総
裁
す
」
ご
あ
る
。
こ
れ
は
後
の
憲
法
草
案
匙
草
で
あ
る
。

七
年
五
月
に
は
三
等
出
仕
松
岡
時
敏
、
四
等
議
官
尾
崎
三

良
、
五
等
議
官
横
山
由
仁
が
國
憲
編
纂
掛
を
仰
せ
付
ら
れ

て
居
る
次
第
で
あ
る
。
左
院
儀
制
課
長
宮
島
誠
一
郎
の
「
立

毛
憲
議
し
ε
云
ふ
大
議
論
を
提
出
し
た
の
も
略
此
頃
で
あ

る
。
そ
し
て
八
年
四
月
に
左
院
を
潔
し
て
、
元
老
院
大
審

　
　
　
第
九
岱
　
　
研
　
究
　
　
明
沿
初
年
の
電
方
官
會
膿

院
が
設
け
ら
れ
た
。
其
の
職
務
は
詔
書
に
明
瞭
で
あ
る
、

「
叢
に
元
老
院
を
設
け
以
て
立
法
の
源
を
廣
め
、
大
審
院

を
寒
き
て
以
て
審
剣
の
樺
を
輩
ふ
し
」
ご
あ
る
。
さ
て
次

の
御
文
句
に
、
「
又
地
方
官
を
召
集
し
、
以
て
民
情
を
詳
し
、

公
盆
を
痴
り
、
漸
次
に
國
家
立
憲
の
政
膿
を
立
て
、
汝
三

鷹
ご
共
に
其
慶
に
頼
ん
ご
欲
す
」
ご
あ
る
。
明
治
八
年
の

地
方
官
會
議
の
主
旨
の
在
る
所
は
、
こ
れ
で
充
分
承
知
せ

．
ら
る
、
の
で
あ
る
。
志
し
此
の
元
老
院
な
る
も
の
が
、
貴

族
院
ご
越
す
か
櫃
密
院
ご
聴
す
か
、
雌
種
の
も
の
、
一
つ

で
あ
っ
た
こ
ご
は
確
で
あ
る
。
明
治
八
年
五
月
三
十
一
日
、

後
藤
副
議
長
の
上
奏
に
も
、
元
老
院
議
官
増
員
の
理
由

こ
し
て
、
諸
外
居
に
於
け
る
上
院
議
員
数
を
列
乏
し
て
、

さ
て
「
方
今
國
議
院
な
く
又
民
選
院
な
し
、
地
方
官
會
議

な
り
ご
錐
も
亦
有
司
の
籐
課
に
過
ぎ
す
、
さ
れ
は
期
議
案

の
権
専
ら
本
院
に
在
り
」
と
睡
り
て
居
ら
る
、
o
さ
す
れ

ば
此
の
地
方
官
會
議
は
、
云
は
や
衆
議
院
の
下
稽
古
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
當
時
其
の
會
議
に
列
し
た
入
も
左
機
に

　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
三
九
　
（
三
入
九
）



　
　
　
第
九
巷
　
　
研
　
究
　
　
明
泊
初
年
の
塊
方
官
愈
議

考
へ
て
居
た
や
う
で
あ
る
Q
而
し
地
方
官
會
議
は
元
老
院

大
審
院
の
霞
來
を
待
っ
て
鵠
來
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
是

よ
り
先
六
年
春
に
大
三
省
が
地
方
官
を
召
集
し
て
居
る
が

致ハ

繹
�
ﾑ
い
て
の
事
で
あ
る
か
、
五
月
に
在
京
の
縣
知
事

令
墾
事
等
一
同
集
會
の
折
に
、
太
政
大
臣
が
地
方
官
會
議

召
集
の
こ
ご
を
巾
さ
れ
て
居
る
。
其
の
要
領
の
中
に
、
「
地

方
官
盤
面
は
民
務
の
便
宜
を
實
地
に
徴
考
す
る
緊
要
の
事

に
て
、
政
理
上
得
盆
少
な
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

今
後
議
事
の
髄
裁
を
撰
定
し
、
毎
年
開
進
す
る
で
あ
ら
う
」

ご
串
さ
れ
、
次
で
七
年
五
月
に
「
議
院
憲
法
」
等
が
登
布
せ

ら
れ
た
。
既
の
議
院
憲
法
ご
云
ふ
は
、
云
は
や
地
方
官
會

議
規
則
こ
も
云
ふ
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
詔
書
に
も
「
朕

色
黒
の
初
、
．
聯
明
に
誓
ひ
し
主
旨
に
基
き
．
漸
次
に
之
を

籏
記
し
、
丸
吉
入
民
の
代
議
入
を
召
集
し
、
公
議
輿
論
を

以
て
律
法
を
定
め
、
上
下
協
和
民
情
暢
逮
の
路
を
開
き
、

全
歳
入
民
を
し
て
各
其
業
に
安
ん
じ
、
以
て
國
家
の
重
き

再
任
す
べ
き
義
務
あ
る
こ
ご
を
知
ら
し
め
ん
こ
と
を
期
望

　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
霧
　
　
．
四
〇
（
三
九
〇
）

す
、
故
に
先
づ
地
方
の
長
官
を
召
集
し
、
農
民
に
代
て
協

同
公
議
せ
し
む
、
乃
ち
議
院
憲
法
を
頒
示
す
し
ご
あ
る
。

そ
し
て
議
院
憲
法
は
十
三
條
、
同
仁
鋼
は
二
十
五
則
あ
る

の
で
あ
る
。
W
遺
じ
て
見
る
ご
、
毎
年
一
回
の
開
會
を
常
例

ε
し
，
臨
時
の
會
議
を
開
く
こ
ご
も
あ
る
べ
き
こ
ご
、
議

員
は
地
方
長
官
に
し
て
若
し
列
席
し
難
い
時
は
次
官
参
列

す
る
こ
ご
、
各
省
の
卿
式
は
代
理
議
院
に
列
席
し
て
其
説

を
述
ぶ
る
も
探
決
の
数
に
は
入
ら
な
い
こ
ご
，
そ
の
採
決

は
多
数
に
決
す
る
が
若
し
賛
否
同
轍
な
れ
ば
議
長
の
意
見

．
を
以
て
決
す
る
こ
ご
、
量
れ
か
ら
議
院
棘
書
憲
の
條
項

こ
し
て
、
「
會
議
の
席
に
於
て
各
員
充
分
に
審
論
す
べ
し
、

或
は
忌
誰
に
鯛
る
、
ε
も
之
を
糺
弾
す
る
を
得
ぺ
か
ら
す

」
ご
あ
る
。
議
長
は
何
れ
邊
具
す
る
が
、
良
法
を
得
る
ま

で
勅
任
ご
し
て
置
く
こ
ε
な
ご
も
あ
る
。
そ
れ
か
ら
決
議
、

事
項
に
つ
き
て
は
「
其
施
行
す
る
ε
否
ら
ざ
る
ご
は
股
自

ら
之
を
裁
す
べ
し
」
と
あ
る
。
爾
規
則
の
一
ケ
條
に
、
「
各

地
方
の
知
事
令
本
官
の
専
務
あ
り
と
錐
も
、
議
院
に
参
じ



た
る
ご
き
は
、
敦
も
一
般
人
民
の
代
議
士
ご
心
得
べ
し
」

ε
あ
る
の
は
注
意
を
要
す
る
。
其
他
は
皆
議
事
規
程
等
で

あ
る
Q
か
く
て
七
年
六
月
二
十
二
日
に
、
九
月
十
日
を
期

し
て
湯
島
書
籍
館
に
開
癒
せ
ら
る
、
こ
ε
に
決
定
し
、
伊

地
知
正
治
を
蹴
て
地
方
官
會
議
掛
ご
な
し
、
黎
議
伊
藤
博

文
を
以
て
議
長
を
兼
ね
し
め
た
、
庵
が
入
月
に
至
っ
て
藁

灘
事
養
の
爲
め
に
、
延
期
の
止
む
な
き
に
至
っ
た
。

四
　
第
一
回
地
方
長
官
乾
出

　
明
治
入
園
五
月
五
日
に
、
愈
來
る
六
月
二
十
日
を
登
會

こ
し
て
、
二
十
日
間
地
方
官
口
汚
が
開
か
る
、
旨
登
令
せ

ら
れ
、
次
で
淺
草
東
本
願
寺
を
以
て
假
に
議
院
ε
せ
ら
る

、
こ
ご
に
定
ま
り
、
新
に
望
月
木
戸
孝
允
．
が
議
長
に
拝
命

せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
御
下
問
の
條
項
が

　
第
副
　
道
路
堤
防
橋
梁
の
事
一
三
費
事

　
第
二
地
方
警
察
の
事

　
第
三
地
方
民
會
の
事

　
　
　
第
九
巻
　
　
研
　
究
　
　
明
治
初
年
の
塊
方
官
魯
議

　
第
四
貧
民
救
助
方
法
の
事

　
第
五
　
小
學
校
設
立
及
保
護
方
法

ご
逐
次
登
表
せ
ら
れ
た
Q
次
で
開
鉱
こ
な
つ
π
が
、
二
十

日
午
前
十
一
時
に
、
天
皇
臨
御
、
開
院
の
詔
を
賜
は
つ
て

「
験
纒
國
治
民
の
易
か
ら
ざ
る
を
思
ひ
、
深
く
公
論
衆
議

に
望
む
こ
ご
あ
り
」
ε
仰
せ
ら
れ
て
居
る
、
木
局
’
議
長
の

之
に
奉
答
し
淀
る
文
中
に
も
「
窃
に
惟
る
に
此
會
議
な
る

者
は
、
臣
等
末
だ
實
験
せ
ざ
る
所
な
れ
ば
、
臣
等
ε
雄
も

亦
慮
ら
其
如
何
な
る
成
功
を
現
し
得
べ
き
乎
を
保
す
る
こ

ε
能
は
す
、
然
れ
こ
も
幸
に
聖
意
の
仁
慈
に
籍
り
、
實
験

に
於
て
衆
庶
公
盆
の
萬
一
を
圖
る
こ
ご
あ
ら
し
め
ば
、
菅

に
聖
旨
を
劃
せ
ざ
る
の
み
な
ら
す
亦
評
議
の
数
績
を
知
ら

し
む
る
に
足
る
べ
し
」
ご
云
っ
て
居
ら
る
》
o
か
く
て
此

會
議
の
幹
事
こ
し
て
兵
庫
縣
直
配
三
孝
李
、
紳
奈
川
縣
令
・

中
島
信
行
、
千
葉
縣
わ
柴
原
和
氏
が
三
選
致
し
た
。
余
が

此
の
會
議
に
於
て
特
に
注
意
を
彿
ふ
の
は
、
第
三
項
の
地

方
民
會
の
件
で
あ
る
。
此
の
地
方
民
會
の
論
は
、
次
の
明
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七
光
巻
　
　
醗
　
究
　
　
粉
油
初
年
の
地
方
官
會
議

治
十
叫
年
の
會
議
に
於
て
、
所
謂
爆
管
會
規
則
と
し
て
可

決
せ
ら
れ
て
、
後
に
朝
廷
の
｛
部
の
士
を
し
て
、
貴
を
墨

げ
て
佛
朗
西
革
命
の
疇
代
に
近
し
ご
三
口
は
し
む
る
に
至

っ
た
端
緒
を
開
い
た
か
ら
で
あ
る
。
当
時
虫
円
森
縣
…
塗
事
こ

し
て
此
會
議
に
列
席
し
た
臨
谷
良
翰
の
自
記
は
、
又
一
面

を
表
は
し
淀
も
の
を
思
は
る
、
o
曰
く
、

　
地
方
官
回
議
は
三
田
三
三
の
下
稽
古
な
り
嶋
こ
聞
く
、
如
例
に
も

　
左
も
あ
ら
ん
、
自
分
は
議
會
中
一
日
も
鋏
庸
し
回
る
こ
ミ
な
か

　
り
し
が
、
先
鞭
の
動
作
を
見
る
に
甚
だ
怪
異
の
感
を
超
し
た
り
、

　
何
ε
な
れ
ば
、
天
皇
三
三
せ
ら
れ
勅
語
を
賜
ひ
、
議
長
が
奉
答

　
を
奏
す
る
に
回
り
て
は
、
何
れ
も
謹
粛
を
表
し
た
り
し
が
、
愈

　
々
議
事
を
開
く
に
至
り
て
、
各
々
眞
面
目
に
見
え
し
は
、
最
初

　
の
一
二
日
間
の
み
、
其
後
は
零
落
煽
ぐ
三
三
華
を
除
く
の
外
、

　
大
方
は
輕
侮
怠
慢
の
鰹
を
顯
は
し
、
議
事
最
中
に
居
眠
む
を
す

　
る
も
の
あ
り
、
欠
伸
を
す
る
も
の
あ
り
、
中
に
も
予
が
前
の
席

　
に
在
る
も
の
頻
り
に
何
か
認
め
居
の
、
款
ら
に
予
に
示
す
を
見

　
る
に
、
議
場
を
輕
干
し
た
る
悪
戯
七
情
の
詩
な
り
。
鹿
児
島
縣

　
令
大
山
綱
良
の
如
き
は
、
蛮
會
の
三
録
隠
亀
し
壁
へ
し
、
建
言
あ
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り
ミ
揚
書
し
屹
然
起
立
、
懐
中
よ
り
書
面
再
出
し
、
高
く
護
み

　
揚
げ
た
る
を
聞
く
に
、
其
要
鷺
は
「
久
刀
府
縣
各
状
況
を
異
に
し

　
同
士
入
情
各
叫
檬
な
ら
す
、
如
何
に
決
議
す
る
も
詰
り
↓
様
に

　
断
行
す
る
こ
ミ
不
能
、
唯
善
き
縮
事
其
人
を
選
按
し
、
回
れ
に

　
　
一
任
せ
ら
る
べ
く
、
議
場
の
評
議
は
遽
に
無
盆
な
の
、
又
民
會

　
を
開
く
べ
し
ミ
の
事
な
れ
共
、
詰
り
は
察
論
に
回
し
、
却
て
騒

　
々
敷
、
治
國
に
盆
無
し
、
伍
て
民
會
を
開
く
こ
ミ
は
早
き
を
以

　
て
、
寸
分
見
合
可
申
」
ε
の
事
な
り
し
が
、
議
長
は
甚
だ
苦
顔

　
を
呈
し
、
建
言
の
探
否
は
邉
て
答
ふ
べ
し
、
こ
の
事
に
て
、
燐
に

　
會
議
に
付
す
る
こ
ご
も
な
く
し
て
止
み
た
り
し
が
、
中
に
も
此

　
建
言
を
阜
見
な
り
ミ
評
す
る
も
の
あ
り
し
、
其
後
建
言
せ
し
議

　
員
は
、
兎
角
居
眠
り
の
み
多
く
、
時
に
は
獅
の
聲
も
聞
ゆ
る
事

　
あ
り
、
筑
子
隣
席
に
注
意
せ
ら
れ
、
決
議
の
際
に
目
を
礎
し
、

　
遽
に
爾
手
を
繋
げ
た
り
、
議
長
は
激
し
く
某
の
番
匠
を
呼
び
、
「

　
嗣
手
に
て
鯵
こ
ち
ら
か
分
り
ま
せ
ぬ
」
ぐ
と
言
ひ
し
に
、
「
き
ち
ら

　
に
て
も
宜
し
い
の
で
あ
り
ま
す
」
ミ
答
へ
、
↓
洞
く
つ
く
つ
肇

　
ひ
た
る
も
、
此
人
李
氣
で
笑
ひ
し
の
み
。

ε
あ
る
。
一
班
を
伺
添
こ
ご
は
勢
家
る
の
で
あ
る
が
、
議



事
彙
な
ざ
を
見
る
ご
、
左
程
に
不
眞
面
目
の
も
の
で
も
無

い
や
う
で
あ
る
。
か
く
て
開
院
式
休
日
を
除
き
二
十
日
間

帥
ち
七
月
十
四
日
を
以
て
絡
了
す
べ
き
塵
を
、
三
日
延
期

致
し
て
、
十
七
日
聖
上
臨
御
の
下
に
、
閉
院
式
が
行
は
れ

だ
。
此
會
議
に
列
席
し
た
地
方
官
は
、

　
愛
知
縣
令
代
理
椹
参
事
生
田
純
貞
、
堺
縣
国
税
所
篤
、
宮
崎
縣

　
参
事
仁
山
健
偉
、
輻
島
影
令
安
揚
保
和
。
茨
城
縣
令
中
山
信
安
、

　
水
澤
身
熱
倉
堰
田
繁
幸
，
鹿
児
島
縣
令
大
山
綱
良
、
年
取
縣
令
・

　
　
三
吉
周
亮
、
京
都
府
知
事
代
理
植
村
正
直
、
大
分
縣
令
森
下
景

　
瑞
、
度
會
縣
櫻
令
久
保
断
三
、
小
田
縣
総
懸
矢
野
光
儀
、
東
京

　
府
職
事
大
久
保
一
幅
、
岩
手
縣
令
代
理
滲
事
竹
中
寛
、
橡
木
縣

　
　
令
鍋
島
幹
、
名
東
縣
模
令
古
賀
定
雄
，
長
野
縣
参
事
代
理
模
滲

　
事
小
倉
勝
善
、
白
川
縣
樺
棲
令
安
岡
良
亮
、
鏡
摩
縣
標
令
代
理

　
参
事
高
木
惟
矩
、
新
川
縣
櫻
令
山
田
秀
典
、
飾
磨
縣
樫
令
代
理

　
罐
参
事
岡
崎
眞
鶴
、
濱
田
縣
令
佐
藤
信
寛
、
静
岡
縣
模
令
代
理

　
参
事
毛
利
恭
助
、
山
形
縣
橿
令
關
口
隆
吉
、
秋
田
縣
鍵
令
代
理

　
参
事
加
藤
祖
↓
、
幅
広
縣
槽
令
渡
邊
清
、
三
重
縣
乱
世
代
理
参

　
事
鳥
山
重
信
、
新
潟
赦
令
楠
本
正
隆
、
若
松
禁
令
代
理
参
事
小
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明
治
初
年
の
地
方
官
會
議

　
池
浩
輔
、
千
葉
縣
樫
令
柴
原
和
、
熊
谷
縣
詔
令
代
理
根
本
公
直
、

　
兵
庫
縣
令
神
田
孝
軍
、
錯
乱
縣
令
代
理
蓼
事
石
黒
務
、
山
口
縣

　
令
中
野
悟
舗
、
酒
田
縣
令
代
理
旧
事
松
不
親
旧
、
山
梨
縣
令
藤

　
村
紫
朗
、
足
柄
縣
令
代
理
椹
参
事
城
多
薫
、
豊
岡
縣
墾
事
田
中

　
光
儀
、
青
森
三
七
事
臨
肌
谷
良
輪
…
、
妓
阜
縣
画
参
事
小
崎
利
点
、
小

　
倉
縣
構
令
代
理
森
長
義
、
置
賜
縣
滲
事
新
庄
厚
信
、
長
崎
縣
三
宮

　
川
房
之
、
宮
城
縣
礎
令
宮
城
時
亮
，
和
歌
山
縣
令
紳
由
群
廉
、

　
敦
賀
縣
樺
令
山
田
武
甫
，
佐
賀
三
三
代
理
七
等
出
仕
伊
藤
謙
吉
、

　
石
川
縣
櫻
令
桐
山
純
孝
、
埼
心
当
椹
令
白
根
多
助
、
愛
媛
縣
模
令

　
岩
村
高
運
、
相
川
縣
蓼
事
代
理
僅
録
事
磯
部
最
信
、
島
根
縣
穂
令

　
井
關
選
良
、
滋
賀
縣
樺
令
籠
手
田
安
定
、
高
知
縣
筆
答
岩
崎
長

　
武
、
磐
前
縣
樫
令
村
上
光
雄
、
奈
良
縣
樺
令
藤
井
千
尋
、
北
條

　
縣
参
事
代
理
七
等
出
仕
鈴
木
町
。
嘉
島
縣
棲
令
藤
井
勉
三
、
岡
山

　
縣
蓼
事
代
理
櫃
参
事
酉
澱
蝋
、
大
阪
府
知
事
渡
邊
昇
、
三
瀦
縣

　
構
令
岡
村
義
昌
、
瀞
奈
川
縣
令
中
島
信
行

而
し
て
、
幹
事
ば
牟
田
ロ
照
照
、
尾
崎
三
郎
で
へ
書
記
官

は
雌
雄
源
一
郎
、
長
三
州
、
安
川
二
成
、
依
田
百
川
等
で

あ
っ
た
。

　
余
は
次
項
に
於
て
、
民
會
、
府
縣
會
に
關
す
る
議
論
を

紹
介
し
、
爾
府
縣
會
の
母
農
を
爲
し
た
藩
治
時
代
に
於
け

る
各
藩
の
議
政
所
を
考
究
し
た
い
。

」
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